
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

岡

山

県

牛

窓

ヨ

ッ

ト

ハ

ー

バ

ー

の

指

定

管

理

者

港

湾

課

の

指

定

担

当

課

（

室

）

○

総

合

グ

ラ

ウ

ン

ド

等

の

指

定

管

理

者

の

指

定

都

市

計

画

課

目

次

○

県

営

住

宅

の

指

定

管

理

者

の

指

定

住

宅

課

○

決

算

の

要

領

会

計

課

【

告

示

】

【

公

告

】

○

岡

山

県

岡

山

国

際

交

流

セ

ン

タ

ー

の

指

定

管

理

国

際

課

者

の

指

定

○

平

成

二

十

九

年

岡

山

県

保

育

士

試

験

（

前

期

）

子

ど

も

未

来

課

○

犬

養

木

堂

記

念

館

の

指

定

管

理

者

の

指

定

文

化

振

興

課

の

実

施

【

人

事

委

員

会

】

○

岡

崎

嘉

平

太

記

念

館

の

指

定

管

理

者

の

指

定

〃

○

岡

山

武

道

館

の

指

定

管

理

者

の

指

定

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

○

一

般

職

の

任

期

付

職

員

の

採

用

等

に

関

す

る

規

人

事

委

員

会

○

岡

山

県

津

山

総

合

体

育

館

等

の

指

定

管

理

者

の

〃

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

指

定

○

一

般

職

の

任

期

付

研

究

員

の

採

用

等

に

関

す

る

〃

○

岡

山

県

美

作

ラ

グ

ビ

ー

・

サ

ッ

カ

ー

場

の

指

定

〃

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

管

理

者

の

指

定

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

岡

山

県

備

前

テ

ニ

ス

セ

ン

タ

ー

の

指

定

管

理

者

〃

の

指

定

○

選

挙

権

を

有

す

る

者

の

総

数

の

三

分

の

一

の

数

選

挙

管

理

委

員

会

○

岡

山

県

津

山

陸

上

競

技

場

の

指

定

管

理

者

の

指

〃

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

定

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

岡

山

県

テ

ク

ノ

サ

ポ

ー

ト

岡

山

の

指

定

管

理

者

産

業

振

興

課

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

の

指

定

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

○

岡

山

県

立

青

少

年

農

林

文

化

セ

ン

タ

ー

三

徳

園

農

産

課

○

平

成

二

十

八

年

七

月

十

日

執

行

の

参

議

院

岡

山

〃

の

指

定

管

理

者

の

指

定

県

選

挙

区

選

出

議

員

選

挙

に

お

け

る

公

職

の

候

補

○

岡

山

県

立

森

林

公

園

の

指

定

管

理

者

の

指

定

林

政

課

者

の

選

挙

運

動

に

関

す

る

収

支

報

告

書

の

要

旨

【

監

査

公

表

】

○

河

川

敷

地

の

公

用

廃

止

河

川

課

岡

山

県

公

報

平成２８年１２月２２日 第１１８５０号



平成２８年１２月２２日 第１１８５０号

担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

○

平

成

二

十

七

年

度

分

の

監

査

の

結

果

の

公

表

監

査

事

務

局

【

教

育

委

員

会

】

○

特

別

史

跡

旧

閑

谷

学

校

の

指

定

管

理

者

の

指

定

教

育

委

員

会



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

岡
山
県
岡
山
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
七
年
岡
山
県
条
例
第
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
奉
還
町
二
丁
目
二
番
一
号

岡
山
県
岡
山
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
奉
還
町
二
丁
目
二
番
一
号

一
般
財
団
法
人
岡
山
県
国
際
交
流
協
会

代
表
理
事

末
長

範
彦

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

岡
山
県
犬
養
木
堂
記
念
館
条
例
（
平
成
五
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
川
入
一
〇
二
番
地
一

犬
養
木
堂
記
念
館

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
表
町
一
丁
目
七
番
一
五
号

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
郷
土
文
化
財
団

理
事
長

波
田

善
夫

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

岡
山
県
岡
崎
嘉
平
太
記
念
館
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
四
八
六
〇
番
地
六

岡
崎
嘉
平
太
記
念
館

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
表
町
一
丁
目
七
番
一
五
号

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
郷
土
文
化
財
団

理
事
長

波
田

善
夫

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

（

）

、

岡
山
武
道
館
条
例

昭
和
四
十
五
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
一
号

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
い
ず
み
町
二
番
一

八
号

－

岡
山
武
道
館

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
い
ず
み
町
二
番
一

八
号

－

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
武
道
振
興
会

理
事
長

内
野

幸
重

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
号

岡
山
県
津
山
体
育
館
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
六
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

岡
山
県
津
山
総
合
体
育
館

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
山
北
六
六
九
番
地

岡
山
県
津
山
総
合
体
育
館

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

津
山
市
山
北
五
二
〇
番
地

津
山
市

津
山
市
長

宮
地

昭
範

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

岡
山
県
津
山
東
体
育
館

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
林
田
一
二
〇
〇
番
地
二

岡
山
県
津
山
東
体
育
館

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

津
山
市
山
北
五
二
〇
番
地

津
山
市

津
山
市
長

宮
地

昭
範

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

岡
山
県
美
作
ラ
グ
ビ
ー
・
サ
ッ
カ
ー
場
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

美
作
市
入
田
四
三
六
番
地
三

岡
山
県
美
作
ラ
グ
ビ
ー
・
サ
ッ
カ
ー
場

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

美
作
市
栄
町
三
八
番
地
二

美
作
市

美
作
市
長

萩
原

誠
司

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

岡
山
県
備
前
テ
ニ
ス
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
三
年
岡
山
県
条
例
第
十
二
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

備
前
市
久
々
井
七
四
七
番
地

岡
山
県
備
前
テ
ニ
ス
セ
ン
タ
ー

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

備
前
市
東
片
上
一
二
六
番
地

備
前
市

備
前
市
長

村

武
司

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

岡
山
県
津
山
陸
上
競
技
場
条
例
（
平
成
六
年
岡
山
県
条
例
第
十
四
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
志
戸
部
二
四
五
番
地

岡
山
県
津
山
陸
上
競
技
場

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

津
山
市
山
北
五
二
〇
番
地

津
山
市

津
山
市
長

宮
地

昭
範

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

。

指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

メ
チ
ル
＝
二

［
一

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）

一
Ｈ

イ
ン
ド
ー
ル

三

カ
ル
ボ

－
－

－
－

－
－

キ
サ
ミ
ド
］

三

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
（
通
称
名
Ａ
Ｍ
Ｂ

Ｃ
Ｈ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
、
Ｍ
Ｍ
Ｂ

Ｃ

－
－

－
－

Ｈ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

二

（
四

エ
ト
キ
シ

三
・
五

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
（
通
称
名
Ｅ
ｓ

－
－

－
－

ｃ
ａ
ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

Ｎ

（
一

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン

四

イ
ル
）

Ｎ

フ
ェ
ニ
ル
フ
ラ
ン

二

カ
ル

－
－

－
－

－
－

－
－

ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
Ｆ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
、
Ｆ
ｕ

Ｆ
）
及
び
そ
の
塩
類

－

二

指
定
の
理
由

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

岡
山
県
テ
ク
ノ
サ
ポ
ー
ト
岡
山
条
例
（
平
成
七
年
岡
山
県
条
例
第
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
芳
賀
五
三
〇
一
番
地

岡
山
県
テ
ク
ノ
サ
ポ
ー
ト
岡
山

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
芳
賀
五
三
〇
一
番
地

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
産
業
振
興
財
団

理
事
長

三
宅

昇

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号

岡
山
県
立
青
少
年
農
林
文
化
セ
ン
タ
ー
三
徳
園
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
十
二
号
）
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
東
区
竹
原
五
〇
五
番
地

岡
山
県
立
青
少
年
農
林
文
化
セ
ン
タ
ー
三
徳
園

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団

理
事
長

京

博
司

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

岡
山
県
立
森
林
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

苫
田
郡
鏡
野
町
羽
出
及
び
上
齋
原
地
内

岡
山
県
立
森
林
公
園

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
四
〇
九
番
地

一
般
財
団
法
人
上
齋
原
振
興
公
社

理
事
長

山
崎

親
男

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四

十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
及
び
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
東
備
地
域
管
理
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川
旭
川
水
系
こ
ぶ
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

赤
磐
市
津
崎
地
内

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

廃
川
敷
地
五
七
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

岡
山
県
牛
窓
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
五
四
一
四
番
地
の
七

岡
山
県
牛
窓
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
五
四
一
四
番
地
の
七

一
般
財
団
法
人
岡
山
県
牛
窓
海
洋
ス
ポ
ー
ツ
振
興
会

代
表
理
事

岡
﨑

彬

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
五
十
号

岡
山
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
い
ず
み
町
二

一
他

－

総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
七
号

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
総
合
協
力
事
業
団

代
表
理
事

貝
原

康
郎

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

倉
敷
ス
ポ
ー
ツ
公
園

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
中
庄
三
二
五
〇

一
番
地

－

倉
敷
ス
ポ
ー
ツ
公
園

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

倉
敷
市
中
庄
三
二
五
〇

一
番
地

－

公
益
財
団
法
人
倉
敷
ス
ポ
ー
ツ
公
園

理
事
長

古
矢

博
通

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号

（

）

、

岡
山
県
営
住
宅
条
例

平
成
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
九
号

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

県
営
住
宅
原
尾
島
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
原
尾
島
二
丁
目

県
営
住
宅
原
尾
島
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

県
営
住
宅
光
ヶ
丘
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
湊
四
五
一
番
地

県
営
住
宅
光
ヶ
丘
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

県
営
住
宅
東
岡
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
長
岡

県
営
住
宅
東
岡
山
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

県
営
住
宅
西
大
寺
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
東
区
可
知

県
営
住
宅
西
大
寺
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

県
営
住
宅
芳
賀
佐
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
芳
賀

県
営
住
宅
芳
賀
佐
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六

県
営
住
宅
う
ら
や
す
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
南
区
浦
安
本
町
九
四
番
地
の
一
四

県
営
住
宅
う
ら
や
す
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

県
営
住
宅
築
港
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
築
港
二
丁
目
二
五
番

県
営
住
宅
築
港
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

八

県
営
住
宅
玉
大
池
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
玉
原
二
丁
目
一
五
番

県
営
住
宅
玉
大
池
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

九

県
営
住
宅
玉
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
玉
原
二
丁
目
八
番
ほ
か

県
営
住
宅
玉
原
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十

県
営
住
宅
伊
部
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

備
前
市
伊
部
九
〇
番
地

県
営
住
宅
伊
部
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
一

県
営
住
宅
山
陽
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

赤
磐
市
山
陽

県
営
住
宅
山
陽
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
二

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
に
限
る

）
。

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

和
気
郡
和
気
町
泉
二
五
〇
番
地

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
に
限
る

）
。
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
三

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
を
除
く

）
。

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

和
気
郡
和
気
町
泉
二
五
〇
番
地

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
を
除
く

）
。

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

和
気
郡
和
気
町
尺
所
五
五
五
番
地

和
気
町

和
気
町
長

大
森

直
徳

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
四

県
営
住
宅
老
松
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
老
松
町
三
丁
目
二
番

県
営
住
宅
老
松
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
五

県
営
住
宅
中
庄
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
中
庄
団
地

県
営
住
宅
中
庄
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
六

県
営
住
宅
笹
沖
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
笹
沖
八
八
番
地

県
営
住
宅
笹
沖
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
七

県
営
住
宅
中
洲
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
安
江
五
五
〇
番
地
の
一

県
営
住
宅
中
洲
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
八

県
営
住
宅
菰
池
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
菰
池
二
丁
目
三
番

県
営
住
宅
菰
池
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
九

県
営
住
宅
中
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
児
島
小
川
一
〇
丁
目

県
営
住
宅
中
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十

県
営
住
宅
長
尾
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
爪
崎
五
六
五
番
地
の
一

県
営
住
宅
長
尾
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
一

県
営
住
宅
富
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
八
島
一
七
九
〇
番
地
の
二

県
営
住
宅
富
田
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
二

県
営
住
宅
柏
島
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
柏
島
四
三
四
八
番
地

県
営
住
宅
柏
島
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
三

県
営
住
宅
総
社
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

総
社
市
中
央
一
丁
目
一
九
番

県
営
住
宅
総
社
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
四

県
営
住
宅
総
社
泉
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

総
社
市
泉
五
番
地
の
三
一

県
営
住
宅
総
社
泉
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
五

県
営
住
宅
津
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
林
田
一
九
〇
九
番
地

県
営
住
宅
津
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
六

県
営
住
宅
林
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
林
田
一
九
〇
八
番
地
二

県
営
住
宅
林
田
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
七

県
営
住
宅
河
辺
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
河
辺
七
二
三
番
地

県
営
住
宅
河
辺
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
八

県
営
住
宅
高
野
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
高
野
山
西
四
二
四
番
地

県
営
住
宅
高
野
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
九

県
営
住
宅
佐
良
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
一
方
二
八
五
番
地

県
営
住
宅
佐
良
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

東
京
都
世
田
谷
区
用
賀
四
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
東
急
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

雜
賀

克

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十

県
営
住
宅
笠
岡
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

笠
岡
市
富
岡
一
八
二
番
地
の
一

県
営
住
宅
笠
岡
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

笠
岡
市
中
央
町
一
番
地
の
一

笠
岡
市

笠
岡
市
長

小
林

嘉
文

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
一

県
営
住
宅
井
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

井
原
市
井
原
町
一
四
〇
二
番
地
の
二

県
営
住
宅
井
原
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

井
原
市
井
原
町
三
一
一
番
地
一

井
原
市

井
原
市
長

瀧
本

豊
文

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
二

県
営
住
宅
勝
間
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
三
二
番
地
三

県
営
住
宅
勝
間
田
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
二
〇
一
番
地

勝
央
町

勝
央
町
長

水
嶋

淳
治

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
三

県
営
住
宅
吉
備
高
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
野
二
四
七
〇
番
地
四

県
営
住
宅
吉
備
高
原
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
豊
野
一
番
地
二

吉
備
中
央
町

吉
備
中
央
町
長

山
本

雅
則

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
に
岡
山
県
議
会
定
例
会
で
議
決
を
経
た
決
算
の
要
領
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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平成２７年度　一般会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 県 税 239,706,571,795
１ 県 民 税 77,196,973,587
２ 事 業 税 41,707,296,928
３ 地 方 消 費 税 68,251,044,800
４ 不 動 産 取 得 税 4,131,632,872
５ 県 た ば こ 税 2,180,968,638
６ ゴ ル フ 場 利 用 税 765,582,249
７ 自 動 車 取 得 税 1,974,366,300
８ 軽 油 引 取 税 17,519,987,977
９ 自 動 車 税 25,510,654,514
10 鉱 区 税 10,959,500
11 狩 猟 税 22,457,300
12 産 業 廃 棄 物 処 理 税 434,647,130
13 旧 法 に よ る 税 0

２ 地 方 消 費 税 72,646,198,727
清 算 金 １ 地 方 消 費 税 清 算 金 72,646,198,727

３ 地 方 譲 与 税 34,218,187,123
１ 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 31,063,911,000
２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 2,915,480,000
３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 149,729,000
４ 地 方 道 路 譲 与 税 123
５ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 89,067,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 747,340,000
１ 地 方 特 例 交 付 金 747,340,000

５ 地 方 交 付 税 167,036,538,000
１ 地 方 交 付 税 167,036,538,000

６ 交 通 安 全 対 策 563,979,000
特 別 交 付 金 １ 交通安全対策特別交付金 563,979,000

７ 分担金及び負担金 4,385,382,630
１ 負 担 金 4,385,382,630

８ 使用料及び手数料 8,881,111,782
１ 使 用 料 5,877,385,470
２ 手 数 料 3,003,726,312

９ 国 庫 支 出 金 72,684,038,459
１ 国 庫 負 担 金 36,344,962,303
２ 国 庫 補 助 金 34,628,971,286
３ 委 託 金 1,710,104,870

10 財 産 収 入 2,745,291,223
１ 財 産 運 用 収 入 937,208,237
２ 財 産 売 払 収 入 1,808,082,986

11 寄 附 金 78,709,871
１ 寄 附 金 78,709,871

12 繰 入 金 29,113,137,303

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額
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１ 特 別 会 計 繰 入 金 927,999,604
２ 基 金 繰 入 金 28,185,137,699

13 諸 収 入 10,998,359,939
１ 延滞金，加算金及び過料等 384,061,975
２ 県 預 金 利 子 131,160,642
３ 貸 付 金 元 利 収 入 827,622,304
４ 受 託 事 業 収 入 931,398,839
５ 収 益 事 業 収 入 3,454,718,718
６ 利 子 割 精 算 金 収 入 36,075,544
７ 雑 入 5,233,321,917

14 県 債 87,550,800,000
１ 県 債 87,550,800,000

15 繰 越 金 6,203,014,581
１ 繰 越 金 6,203,014,581

１ 議 会 費 1,459,315,104
１ 議 会 費 1,459,315,104

２ 総 務 費 49,668,998,889
１ 総 務 管 理 費 25,555,872,481
２ 企 画 費 4,523,354,146
３ 地 方 振 興 費 2,967,437,982
４ 徴 税 費 7,434,526,793
５ 市 町 村 振 興 費 1,210,992,400
６ 選 挙 費 431,468,028
７ 統 計 調 査 費 1,057,465,560
８ 県 民 生 活 費 1,394,064,072
９ 防 災 費 1,635,231,255
10 環 境 費 3,172,570,485
11 人 事 委 員 会 費 113,834,941
12 監 査 委 員 費 172,180,746

３ 民 生 費 101,071,076,134
１ 社 会 福 祉 費 83,074,248,186
２ 児 童 福 祉 費 16,734,657,426
３ 生 活 保 護 費 1,257,024,517
４ 災 害 救 助 費 5,146,005

４ 衛 生 費 19,161,916,041
１ 公 衆 衛 生 費 6,726,406,947
２ 環 境 衛 生 費 1,382,880,557
３ 保 健 所 費 1,953,637,219
４ 医 薬 費 9,098,991,318

５ 労 働 費 1,749,586,347
１ 労 政 費 736,531,052
２ 職 業 訓 練 費 911,897,423

歳　　　入　　　合　　　計 737,558,660,433

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



３ 労 働 委 員 会 費 101,157,872
６ 農 林 水 産 業 費 50,135,099,487

１ 農 業 費 9,845,197,411
２ 畜 産 業 費 3,098,287,083
３ 農 地 費 10,851,924,705
４ 林 業 費 25,073,047,452
５ 水 産 業 費 1,266,642,836

７ 商 工 費 8,094,720,904
１ 商 業 費 708,273,950
２ 工 鉱 業 費 6,723,430,144
３ 観 光 費 663,016,810

８ 土 木 費 59,250,223,766
１ 土 木 管 理 費 6,856,678,492
２ 道 路 橋 り よ う 費 29,794,629,157
３ 河 川 海 岸 費 11,015,306,538
４ 港 湾 費 7,144,186,812
５ 都 市 計 画 費 2,637,749,183
６ 住 宅 費 1,801,673,584

９ 警 察 費 44,885,198,151
１ 警 察 管 理 費 43,978,428,077
２ 警 察 活 動 費 906,770,074

10 教 育 費 177,668,304,443
１ 教 育 総 務 費 29,221,918,044
２ 小 学 校 費 57,875,301,681
３ 中 学 校 費 33,587,183,644
４ 高 等 学 校 費 38,351,579,348
５ 特 別 支 援 学 校 費 13,195,651,853
６ 大 学 費 2,112,027,335
７ 社 会 教 育 費 2,200,897,689
８ 保 健 体 育 費 1,123,744,849

11 災 害 復 旧 費 379,465,557
１ 農林水産施設災害復旧費 131,523,277
２ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 247,942,280

12 公 債 費 101,983,314,938
１ 公 債 費 101,983,314,938

13 諸 支 出 金 116,614,093,241
１ 地 方 消 費 税 清 算 金 68,994,718,727
２ 利 子 割 交 付 金 591,038,000
３ 配 当 割 交 付 金 1,778,025,000
４ 株式等譲渡所得割交付金 1,622,035,000
５ 地 方 消 費 税 交 付 金 36,835,791,000
６ ゴルフ場利用税交付金 527,366,993
７ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1,358,423,367
８ 軽 油 引 取 税 交 付 金 4,790,252,589
９ 利 子 割 精 算 金 12,541,565
10 産業廃棄物処理税交付金 103,901,000

14 予 備 費 0
１ 予 備 費 0

歳　　　出　　　合　　　計 732,121,313,002
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歳入歳出差引残額 5,437,347,431 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円
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平成２７年度　岡山県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 4,120,000
１ 一 般 会 計 繰 入 金 4,120,000

２ 繰 越 金 89,944,277
１ 繰 越 金 89,944,277

３ 諸 収 入 67,111,423
１ 県 預 金 利 子 85,623
２ 貸 付 金 元 利 収 入 64,453,594
３ 雑 入 2,572,206

１ 民 生 費 63,706,400
１ 児 童 福 祉 費 63,706,400

歳入歳出差引残額 97,469,300 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

161,175,700

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 63,706,400

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計
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平成２７年度　岡山県営食肉地方卸売市場特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 使用料及び手数料 71,451,552
１ 使 用 料 71,451,552

２ 財 産 収 入 0
１ 財 産 売 払 収 入 0

３ 繰 入 金 1,215,106,269
１ 一 般 会 計 繰 入 金 1,215,106,269

４ 繰 越 金 476,796
１ 繰 越 金 476,796

５ 諸 収 入 27,168,840
１ 雑 入 27,168,840

６ 県 債 39,800,000
１ 県 債 39,800,000

１ 農 林 水 産 業 費 1,351,293,976
１ 畜 産 業 費 682,268,707
２ 公 債 費 669,025,269

歳入歳出差引残額 2,709,481 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 1,351,293,976

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

1,354,003,457

歳　　　　　　　　出
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平成２７年度　岡山県造林事業等特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 財 産 収 入 19,008,020
１ 財 産 売 払 収 入 19,008,020

２ 繰 入 金 16,819,495,837
１ 一 般 会 計 繰 入 金 16,819,495,837

３ 繰 越 金 15,110,777
１ 繰 越 金 15,110,777

４ 諸 収 入 57,523,664,872
１ 貸 付 金 元 利 収 入 57,519,000,000
２ 雑 入 4,664,872

１ 農 林 水 産 業 費 74,364,365,577
１ 林 業 費 74,284,789,664
２ 公 債 費 79,575,913

歳入歳出差引残額 12,913,929 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

74,364,365,577歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 74,377,279,506

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額
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平成２７年度　岡山県林業改善資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

２ 繰 越 金 230,620,823
１ 繰 越 金 230,620,823

３ 諸 収 入 501,731,537
１ 貸 付 金 元 利 収 入 501,379,484
２ 雑 入 352,053

４ 県 債 243,500,000
１ 県 債 243,500,000

１ 農 林 水 産 業 費 740,417,961
１ 林 業 費 740,417,961

歳入歳出差引残額 235,434,399 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

歳　　　出　　　合　　　計 740,417,961

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 975,852,360

項 決　算　額

歳　　　　　　　　出

款
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平成２７年度　岡山県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 664,864
１ 一 般 会 計 繰 入 金 664,864

２ 繰 越 金 180,012,716
１ 繰 越 金 180,012,716

３ 諸 収 入 52,219,934
１ 貸 付 金 元 利 収 入 52,029,000
２ 雑 入 190,934

１ 農 林 水 産 業 費 36,234,544
１ 水 産 業 費 36,234,544

歳入歳出差引残額 196,662,970 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

232,897,514

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 36,234,544

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計
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平成２７年度　岡山県中小企業支援資金貸付金特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 越 金 2,541,314,757
１ 繰 越 金 2,541,314,757

２ 諸 収 入 848,432,579
１ 県 預 金 利 子 2,391,289
２ 貸 付 金 元 利 収 入 845,241,290
３ 雑 入 800,000

３ 県 債 1,159,249,000
１ 県 債 1,159,249,000

１ 商 工 費 2,257,012,677
１ 商 工 費 2,257,012,677

歳入歳出差引残額 2,291,983,659 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 2,257,012,677

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 4,548,996,336

歳　　　　　　　　出

款

歳　　　　　　　　入
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平成２７年度　岡山県内陸工業団地及び流通業務団地造成事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 財 産 収 入 311,369,738
１ 財 産 売 払 収 入 300,805,630
２ 財 産 運 用 収 入 10,564,108

２ 繰 入 金 968,255,000
１ 一 般 会 計 繰 入 金 968,255,000

３ 繰 越 金 1,864,894
１ 繰 越 金 1,864,894

４ 県 債 385,000,000
１ 県 債 385,000,000

５ 諸 収 入 6,253,378
１ 雑 入 6,253,378

１ 内 陸 ・ 流 通 団 地 1,670,602,993
造 成 事 業 費 １ 内陸・流通団地造成事業費 429,241,935

２ 公 債 費 1,241,361,058

歳入歳出差引残額 2,140,017 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

1,672,743,010

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 1,670,602,993

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計
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平成２７年度　岡山県公共用地等取得事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 財 産 収 入 26,258,912
１ 財 産 売 払 収 入 26,252,600
２ 財 産 運 用 収 入 6,312

２ 繰 入 金 929,126,928
１ 一 般 会 計 繰 入 金 928,357,784
２ 土 地 開 発 基 金 繰 入 金 769,144

３ 諸 収 入 1,000,000
１ 貸 付 金 元 利 収 入 1,000,000

４ 県 債 41,000,000
１ 県 債 41,000,000

５ 繰 越 金 720,280,664
１ 繰 越 金 720,280,664

１ 道路等用地取得費 733,038,014
１ 道 路 等 用 地 取 得 費 733,038,014

２ 公共用地等取得費 86,762,496
１ 公 共 用 地 等 取 得 費 86,762,496

３ 吉 備 高 原 都 市 188,304,779
建 設 用 地 取 得 費 １ 吉 備 高 原 都 市

建 設 用 地 取 得 費
２ 公 債 費 49,105,574

歳入歳出差引残額 709,561,215 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

1,717,666,504

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 1,008,105,289

歳　　　入　　　合　　　計

139,199,205

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



平成２７年度　岡山県後楽園特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 使用料及び手数料 269,789,848
１ 使 用 料 269,789,848

２ 財 産 収 入 136,065
１ 財 産 売 払 収 入 136,065

４ 繰 越 金 5,335,000
１ 繰 越 金 5,335,000

５ 諸 収 入 6,634,880
１ 雑 入 6,634,880

１ 後 楽 園 費 246,097,649
１ 後 楽 園 費 246,097,649

歳入歳出差引残額 35,798,144 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

246,097,649歳　　　出　　　合　　　計

項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 281,895,793

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

款

歳　　　　　　　　入
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平成２７年度　岡山県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 使用料及び手数料 317,673,687
１ 使 用 料 317,673,687

２ 国 庫 支 出 金 2,088,000
１ 国 庫 補 助 金 2,088,000

３ 財 産 収 入 2,588,560,582
１ 財 産 売 払 収 入 2,348,766,157
２ 財 産 運 用 収 入 239,794,425

４ 繰 入 金 1,930,304,581
１ 一 般 会 計 繰 入 金 1,930,304,581

５ 諸 収 入 131,334,770
１ 雑 入 131,334,770

６ 県 債 1,541,000,000
１ 県 債 1,541,000,000

７ 繰 越 金 53,431,336
１ 繰 越 金 53,431,336

１ 土 木 費 4,246,209,269
１ 港 湾 費 251,006,393
２ 臨 海 土 地 造 成 費 677,265,666
３ 公 債 費 3,317,937,210

歳入歳出差引残額 2,318,183,687 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 4,246,209,269

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 6,564,392,956

歳　　　　　　　　出

款
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平成２７年度　岡山県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 分担金及び負担金 2,718,144,478
１ 負 担 金 2,718,144,478

２ 国 庫 支 出 金 430,514,000
１ 国 庫 補 助 金 430,514,000

３ 繰 入 金 1,129,371,000
１ 一 般 会 計 繰 入 金 1,129,371,000

４ 繰 越 金 4,982,181,616
１ 繰 越 金 4,982,181,616

５ 諸 収 入 1,696,320
１ 雑 入 1,696,320

６ 県 債 109,100,000
１ 県 債 109,100,000

７ 財 産 収 入 424,880
１ 財 産 売 払 収 入 424,880

１ 土 木 費 4,240,825,015
１ 流 域 下 水 道 費 3,393,902,230
２ 公 債 費 846,922,785

歳入歳出差引残額 5,130,607,279 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

9,371,432,294

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 4,240,825,015

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額
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平成２７年度　岡山県収入証紙等特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 証 紙 収 入 3,023,440,235
１ 証 紙 収 入 3,023,440,235

２ 証 紙 代 金 収 納 2,880,323,700
計 器 収 入 １ 証紙代金収納計器収入 2,880,323,700

３ 繰 入 金 90,848,605
１ 一 般 会 計 繰 入 金 90,848,605

４ 繰 越 金 239,595,093
１ 繰 越 金 239,595,093

１ 証 紙 費 3,152,220,692
１ 証 紙 管 理 費 3,152,220,692

２ 証 紙 代 金 収 納 2,904,381,323
計 器 費 １ 証紙代金収納計器管理費 2,904,381,323

歳入歳出差引残額 177,605,618 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

6,056,602,015歳　　　出　　　合　　　計

項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 6,234,207,633

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　　　　　　入

款
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平成２７年度　岡山県用品調達特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 用 品 収 入 174,356,406
１ 用 品 収 入 174,356,406

２ 財 産 収 入 4,281,529
１ 財 産 売 払 収 入 4,281,529

４ 繰 越 金 16,553,489
１ 繰 越 金 16,553,489

１ 用 品 調 達 費 180,038,180
１ 調 達 費 180,038,180

歳入歳出差引残額 15,153,244 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計 180,038,180

歳　　　　　　　　入

款 項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 195,191,424

歳　　　　　　　　出
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平成２７年度　岡山県公債管理特別会計歳入歳出決算書
（単位：円）

１ 繰 入 金 108,678,422,659
１ 一 般 会 計 繰 入 金 101,842,281,485
２ 特 別 会 計 繰 入 金 6,836,141,174

２ 県 債 76,886,000,000
１ 県 債 76,886,000,000

１ 公 債 費 185,564,422,659
１ 公 債 費 185,564,422,659

歳入歳出差引残額 0 円

う ち 基 金 繰 入 額 － 円

185,564,422,659

項 決　算　額

歳　　　入　　　合　　　計 185,564,422,659

歳　　　　　　　　出

款 項 決　算　額

歳　　　出　　　合　　　計

款

歳　　　　　　　　入
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〔
五
三
三
〕
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
九
年
岡
山
県
保
育
士
試
験
（
前
期
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
の
日
程
及
び
場
所

試
験
は
、
筆
記
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
実
技
試
験
は
、
筆
記
試
験
の
全
科
目
合
格
者
に
つ
い

て
行
う
。

１

筆
記
試
験

試
験
日

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
二
日
（
土
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
三
日
（
日
曜
日
）

(1)

場
所

別
途
受
験
者
に
通
知
す
る
。

(2)
２

実
技
試
験

試
験
日

平
成
二
十
九
年
七
月
二
日
（
日
曜
日
）

(1)

場
所

別
途
受
験
者
に
通
知
す
る
。

(2)

二

試
験
の
免
除

１

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者

申
請
に
よ
り
筆
記
試
験
の
一
部
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を
免
除
す
る
。

２

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

申
請
に
よ
り
筆
記
試
験
の
全
部
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を
免
除
す
る
。

三

受
験
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
の
大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
て
六

十
二
単
位
以
上
修
得
し
た
者
、
同
条
の
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の

２

学
校
教
育
法
第
一
条
の
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
、
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校

教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し

た
者
を
含
む
。
５
に
お
い
て
同
じ

）
又
は
文
部
科
学
大
臣
に
お
い
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格

。

を
有
す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
児
童
福
祉
施
設
（
児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
児
童
福
祉
施
設
を
い
う
。
３
に
お
い
て
同
じ

）
に
お
い
て
、
二
年
以
上
児
童
の
保
護
に
従
事

。

し
た
も
の
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３

児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
五
年
以
上
児
童
の
保
護
に
従
事
し
た
者

４

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
知
事
が
適
当
な
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た
者

５

平
成
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
学
校
教
育
法
第
一
条
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は

通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以

上
の
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者

６

平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
学
校
教
育
法
第
一
条
の
高
等
学
校
の
保
育
科
を
卒
業
し
た
者

四

受
験
申
請
書
の
配
布

１

郵
送
で
請
求
す
る
場
合

受
験
申
請
書
の
送
付
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
角
形
二
号
（
Ａ
四
サ
イ
ズ
の
用
紙
が
折
ら

ず
に
入
る
大
き
さ
の
も
の

）
を
同
封
し
て
、
一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
保
育
士

）

試
験
事
務
セ
ン
タ
ー
（
〒
一
七
一

八
五
三
六

東
京
都
豊
島
区
高
田
三
丁
目
一
九
番
一
〇
号
）

－

宛
て

「
手
引
き
請
求
」
と
朱
書
き
し
、
郵
送
で
請
求
す
る
こ
と
。

、

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
請
求
す
る
場
合

一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
手
引
き
請
求
フ
ォ
ー
ム
か
ら
、

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
一
日

水
曜
日

午
前
十
時
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
三
日

月

（

）

（

曜
日
）
ま
で
に
請
求
す
る
こ
と
。

五

受
験
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
五
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
同
日
付
け
の
消

印
が
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る

）
。

六

受
験
申
請
書
の
提
出
先

一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
保
育
士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー
宛
て
簡
易
書
留
で
郵
送
す

る
こ
と
。

七

受
験
手
数
料

一
万
二
千
七
百
円
（
二
２
の
場
合
は
、
二
千
四
百
円

（
別
途
郵
送
料
が
必
要
と
な
る

）
を
受

）

。

験
申
請
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る
払
込
用
紙
を
使
用
し
て
郵
便
局
に
て
納
付
し
、
そ
の
受
領
証
を
受
験

申
請
書
の
指
定
位
置
に
貼
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

八

保
育
士
試
験
の
問
い
合
わ
せ
先

一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
保
育
士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
一
二
〇

四
一

－

九
四

八
二
）

－
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
」
を
「
第
七
条
第
四
項
及
び
」
に
改
め
る
。

第
二
条
を
削
る
。

「

」

「
（

。

第
三
条
中

特
定
任
期
付
職
員

の
下
に

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
を
い
う

次
条
に
お
い
て
同
じ

」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
を
第

。
）

四
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
平
成
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
」
を
「
平
成
十
五
年
岡
山
県
人
事
委

員
会
規
則
第
十
六
号
」
に

「
第
五
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を

、

第
六
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
六
項
」
に

「
ま
で
並
び
に
」
を
「
ま

、

で
及
び
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
六
項
」
に

「
又
は
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま

、

で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
の
裁
量
に
よ
る
」
を
「

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
第
一
号
任
期
付
研
究
員
を

（

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
に
お
い
て
同
じ

）
の
裁
量
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と

。

し
、
第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
百
十
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
岡
山
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
七
八
七
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
百
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

て
設
け
ら
れ
る
支
部

自
由
党
岡
山
県
総
支
部
連
合
会

姫

井

由
美
子

姫

井

一

裕

岡
山
市
北
区
学
南
町
二

五

七
三

○

平
成
二
八
・
一
一
・
二
五

－
－

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

朝
霧
武
志
後
援
会

朝

霧

稔

江

美

重

典

美
作
市
国
貞
一
四
四
〇

平
成
二
八
・
一
一
・
二
四

え
び
す
ひ
と
し
後
援
会

戎

斉

田

井

義

明

新
見
市
豊
永
宇
山
九
六
六

一

〃

一
一
・
二
一

－

大
口
み
ち
お
後
援
会

福

田

知

之

大

口

道

夫

赤
磐
市
松
木
五
九
八

一

〃

一
一
・

七

－

加
藤
英
資
後
援
会

渡

辺

英
一
郎

加

藤

恵

倉
敷
市
昭
和
一

三

三
五
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
倉
敷
昭
和
グ
ラ
ン
ド
ア
ー
ク

〃

一
一
・

八

－
－

一
〇
二
号

た
け
の
り
史
園
後
援
会

藤

原

忠

文

武

則

啓

子

〃

鳥
羽
四
五
一

〃

一
一
・

四

保
田
守
後
援
会

藤

田

圭

右

保

田

奈
津
子

赤
磐
市
山
陽
五

二

一
二

〃

一
一
・

九

－
－

山
田
ゆ
う
じ
後
援
会

山

田

雄

二

延

原

悟

久
米
郡
美
咲
町
飯
岡
一
四
三
二

〃

一
一
・
一
〇
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
百
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
ち
ん
た

野

村

泰

之

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
岡
山
県
ち
ん
た
い
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
全
管
協
ち
ん
た
い
支
部

平
成
二
八
・
一
〇
・
一
七

い
支
部

民
進
党
岡
山
県
第
３
区
総
支

柚

木

道

義

〃

民
進
党
岡
山
県
第
３
区
総
支
部

民
主
党
岡
山
県
第
３
区
総
支
部

〃

一
一
・
二
一

部民
進
党
岡
山
県
第
５
区
総
支

加

藤

高

明

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

総
社
市
総
社
一
〇
二
三

一

総
社
市
中
原
七
七
四
ジ
ョ
ア
ー
ル
三
〇
一

〃

〃

－

部
二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

あ
き
た
安
幸
後
援
会

佐

藤

寛

会
計
責
任
者
の
氏
名

妹

尾

一

郎

藤

原

計

太

平
成
二
八
・
一
〇
・
三
一

生
き
活
き
岡
山

夏

井

勝

将

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
本
町
六

三
〇

岡
山
市
北
区
昭
和
町
四

七

〃

一
〇
・
二
九

－
－

い
ば
ら
ぎ
隆
太
後
援
会

杉

岡

芳

昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

大
森
雅
夫
後
援
会

生

田

量

一

会
計
責
任
者
の
氏
名

奥

江

満

春

久
米
田

真

志

〃

一
一
・
二
八

岡
山
県
社
会
福
祉
政
治
連
盟

筒

井

恵

子

〃

福

原

文

徳

平

松

卓

雄

〃

一
一
・
一
五

加
藤
高
明
後
援
会

加

藤

高

明

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

総
社
市
総
社
一
〇
二
三

一

総
社
市
中
原
七
七
四
ジ
ョ
ア
ー
ル
三
〇
一

〃

一
一
・
二
一

－

雅

友

会

生

田

量

一

会
計
責
任
者
の
氏
名

奥

江

満

春

三

木

由
美
子

〃

一
一
・
二
八

ク
ラ
レ
労
働
組
合
よ
り
よ
い

大

石

公
美
子

代
表
者
の
氏
名

大

石

公
美
子

村

中

雅

浩

〃

一
一
・

一

地
域
社
会
を
作
る
会

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

大

森

一

行

渡

辺

祥

一

〃

〃
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幸
福
実
現
党
岡
山
県
参
議
院

田

部

雄

治

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会

〃

一
〇
・
一
七

選
挙
区
支
部

区
分

議
員
関
係
政
治
団
体

住
民
こ
そ
主
人
公
・
県
民
の

花

田

雅

行

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
西
島
田
町
四

二
五

岡
山
市
中
区
小
橋
町
二

四

三
九

〃

一
〇
・
二
五

－
－

－
会矢

野
ひ
で
の
り
後
援
会

菱

川

修

二

代
表
者
の
氏
名

菱

川

修

二

内

田

光

雄

〃

一
一
・

八

山
本
重
行
後
援
会

山

本

重

行

〃

山

本

重

行

香

山

昌

男

〃

一
一
・

一

隆

友

会

伊
原
木

隆

太

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
本
町
六

三
〇

岡
山
市
北
区
昭
和
町
四

七

〃

一
〇
・
二
九

－
－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
百
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

幸
福
実
現
党
岡
山
県
参
議
院
選
挙
区
支
部

田

部

雄

治

平
成
二
八
・
一
〇
・
二
七

保
田
守
後
援
会

保

田

守

〃

一
一
・

八
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
百
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）
の
氏
名

芦

田

泰

宏

倉
敷
市
議
会
議
員

春

草

会

倉
敷
市
児
島
下
の
町
七

一

三
一

平
成
二
八
・
一
〇
・
三
一

－
－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
百
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

伊
原
木

隆

太

隆

友

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
本
町
六

三
〇

岡
山
市
北
区
昭
和
町
四

七

平
成
二
八
・
一
〇
・
二
九

－
－

加

藤

高

明

加
藤
高
明
後
援
会

〃

総
社
市
総
社
一
〇
二
三

一

総
社
市
中
原
七
七
四
ジ
ョ
ア
ー
ル
三
〇
一

〃

・
一
一
・
二
一

－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
百
十
八
号

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
岡
山
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者

の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成28年７月10日執行参議院岡山県選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 44,541,800円

３ 報告書の要旨

候 補 者
小 野 田 紀 美 所 属 党 派 自由民主党

氏 名 ６月１日から
期間 第１回分

出納責任 ７月14日まで
矢 吹 彰 康

者 氏 名

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 943,680

円 家 屋 費 502,036

自由民主党岡山県参議院選挙区第二 6,000,000 選挙事務所費 269,445

支部 集 合 会 場費 232,591

通 信 費 －

交 通 費 14,539

印 刷 費 2,564,600

広 告 費 1,780,840

文 具 費 7,627

食 糧 費 481,886

その他の寄附 － 休 泊 費 124,780

その他の収入 － 雑 費 509,924

今 回 計 6,000,000 今 回 計 6,929,912

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 6,000,000 総 計 6,929,912

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 336,600円

ビラの作成 928,000円

支出のうち公費 ポスターの作成 1,300,000円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 150,000円

平成２８年１２月２２日　岡山県公報　第１１８５０号



選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 207,968円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 175,000円

計 3,097,568円

報 告 書 受 理 年 月 日 平成28年７月23日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成28年７月10日執行参議院岡山県選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 44,541,800円

３ 報告書の要旨

候 補 者
小 野 田 紀 美 所 属 党 派 自由民主党

氏 名 ６月22日から
期間 第２回分

出納責任 ７月29日まで
矢 吹 彰 康

者 氏 名

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 175,560

選挙事務所費 －

集合会場費 175,560

通 信 費 －

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 836,222

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 －

今 回 計 － 今 回 計 1,011,782

前 回 計 6,000,000 前 回 計 6,929,912

総 計 6,000,000 総 計 7,941,694
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報 告 書 受 理 年 月 日 平成28年８月２日 第２回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成28年７月10日執行参議院岡山県選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 44,541,800円

３ 報告書の要旨

候 補 者
小 野 田 紀 美 所 属 党 派 自由民主党

氏 名 ６月22日から
期間 第３回分

出納責任 ８月25日まで
矢 吹 彰 康

者 氏 名

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 －

選挙事務所費 －

集合会場費 －

通 信 費 241,919

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 5,275

今 回 計 － 今 回 計 247,194

前 回 計 6,000,000 前 回 計 7,941,694

総 計 6,000,000 総 計 8,188,888

報 告 書 受 理 年 月 日 平成28年８月30日 第３回報告分
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成28年７月10日執行参議院岡山県選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 44,541,800円

３ 報告書の要旨

候 補 者
黒 石 健 太 郎 所 属 党 派 民 進 党

氏 名 ３月31日から
期間 第１回分

出納責任 ７月21日まで
森 安 章 文

者 氏 名

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 60,000

円 家 屋 費 621,324

選挙事務所費 77,814

集 合 会 場費 543,510

通 信 費 1,598

交 通 費 296,046

印 刷 費 2,323,000

広 告 費 2,284,557

文 具 費 38,990

食 糧 費 735,542

その他の寄附 － 休 泊 費 276,794

その他の収入 3,930,609 雑 費 13,468

今 回 計 3,930,609 今 回 計 6,651,319

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 3,930,609 総 計 6,651,319

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 117,000 円

ビラの作成 928,000 円

支出のうち公費 ポスターの作成 1,170,000 円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 164,742 円
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選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 207,968 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 133,000 円

計 2,720,710 円

報 告 書 受 理 年 月 日 平成28年７月25日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成28年７月10日執行参議院岡山県選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 44,541,800円

３ 報告書の要旨

候 補 者
黒 石 健 太 郎 所 属 党 派 民 進 党

氏 名 ４月25日から
期間 第２回分

出納責任 ８月24日まで
森 安 章 文

者 氏 名

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 510,000

円 家 屋 費 －

黒石健太郎後援会 1,700,000 選挙事務所費 －

集合会場費 －

通 信 費 －

交 通 費 297,000

印 刷 費 1,282,724

広 告 費 347,670

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 1,069,391 雑 費 257,127

今 回 計 2,769,391 今 回 計 2,694,521

前 回 計 3,930,609 前 回 計 6,651,319

総 計 6,700,000 総 計 9,345,840
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報 告 書 受 理 年 月 日 平成28年８月26日 第２回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成28年７月10日執行参議院岡山県選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 44,541,800円

３ 報告書の要旨

候 補 者
田 部 雄 治 所 属 党 派 幸福実現党

氏 名 ４月11日から
期間 第１回分

出納責任 ７月13日まで
田 部 雄 治

者 氏 名

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 972,000

幸福実現党岡山県本部 4,318,600 選挙事務所費 972,000

釈量子後援会 1,000,000 集 合 会 場費 －

幸福実現党倉敷中央後援会 48,600 通 信 費 1,188

石原 宏明 会社役員 1,500,000 交 通 費 －

戸板 冨久子 医 師 1,000,000 印 刷 費 2,484,000

湯浅 健 会社役員 500,000 広 告 費 1,387,784

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 １件 9,031 休 泊 費 14,940

その他の収入 227,000 雑 費 54,456

今 回 計 8,603,231 今 回 計 4,914,368

前 回 計 － 前 回 計 －

総 計 8,603,231 総 計 4,914,368

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 －円
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ビラの作成 －円

支出のうち公費 ポスターの作成 －円

負 担 相 当 額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成 －円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 －円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 －円

計 －円

報 告 書 受 理 年 月 日 平成28年７月24日 第１回報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成28年７月10日執行参議院岡山県選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額） 44,541,800円

３ 報告書の要旨

候 補 者
田 部 雄 治 所 属 党 派 幸福実現党

氏 名 ６月20日から
期間 第２回分

出納責任 ８月22日まで
田 部 雄 治

者 氏 名

収 入 支 出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職 業） （寄附額） 人 件 費 －

円 家 屋 費 －

選挙事務所費 －

集合会場費 －

通 信 費 48,600

交 通 費 －

印 刷 費 －

広 告 費 －

文 具 費 －

食 糧 費 －

その他の寄附 － 休 泊 費 －

その他の収入 － 雑 費 31,651

今 回 計 － 今 回 計 80,251
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前 回 計 8,603,231 前 回 計 4,914,368

総 計 8,603,231 総 計 4,994,619

報 告 書 受 理 年 月 日 平成28年９月23日 第２回報告分
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岡
山
県
監
査
公
表
第
八
号

◎
地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

第
百
九
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し

（
）

た
平
成
二
十
七
年
度
分
の
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を

同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お

、

、
。

り
公
表
す
る

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
監
査
委
員

小

倉

弘

行

岡
山
県
監
査
委
員

渡

辺

吉

幸

岡
山
県
監
査
委
員

與

田

統

充

岡
山
県
監
査
委
員

佐

藤

由

美

子

１
監
査
の
概
要

(
1
)
監
査
の
対
象
年
度

平
成
2
7
年
度

(
2
)
監
査
対
象
機
関

1
3
6
機
関
（
前
年
度
か
ら
２
機
関
減
）

（
内

訳
）

知
事
部
局

3
4
機
関

諸
局
・
企
業
局

５
機
関

教
育
委
員
会

7
4
機
関
（
前
年
度
か
ら
２
機
関
減
）

公
安
委
員
会

2
3
機
関

(
3
)
監
査
実
施
機
関

監
査
対
象
1
3
6
機
関
の
す
べ
て
に
つ
い
て
監
査
を
実
施
し
た
。

(
4
)
監
査
実
施
方
法

①
事
前
調
査

，
，

監
査
実
施
機
関
の
す
べ
て
に
つ
い
て
監
査
事
務
局
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
各
機
関
に
出
向
き

関
係
諸
帳
簿
及
び
証
拠
書
類
を
確
認
・
照
合
す
る
と
と
も
に
，
当
該
機
関
の
職
員
か
ら
説
明
を

聴
取
し
て
調
書
に
ま
と
め
，
監
査
委
員
へ
提
出
し
た
。

②
監
査
委
員
監
査

ア
実
地
監
査

監
査
委
員
が
，
監
査
実
施
機
関
に
出
向
き
，
①
の
調
書
の
内
容
を
踏
ま
え
て
，
当
該
機
関

の
職
員
か
ら
説
明
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
，
当
該
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
監
査
資
料
等
及
び

監
査
調
書
に
基
づ
い
て
監
査
を
行
っ
た
。

監
査
実
施
機
関

監
査
年
月
日

指
摘
事
項
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知
知
事
直
轄
・
総
合
政
策
局
・
総
務
部

平
成
2
8
年
1
0
月
2
5
日

無

事
消
防
学
校

平
成
2
8
年
８
月
2
9
日

無

部
東
京
事
務
所

平
成
2
8
年
８
月
８
日

無

局
県
立
記
録
資
料
館

平
成
2
8
年
８
月
９
日

無

県
民
生
活
部

平
成
2
8
年
1
0
月
2
1
日

有

岡
南
飛
行
場
管
理
事
務
所

平
成
2
8
年
８
月
2
6
日

無

岡
山
空
港
管
理
事
務
所

平
成
2
8
年
８
月
2
3
日

無

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
８
月
９
日

無

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
８
月
９
日

無

環
境
文
化
部

平
成
2
8
年
1
0
月
1
9
日

無

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
８
月
1
0
日

無

県
立
美
術
館

平
成
2
8
年
７
月
2
9
日

無

保
健
福
祉
部

平
成
2
8
年
1
0
月
2
8
日

有

福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
８
月
９
日

有

（
中
央
児
童
相
談
所
を
含
む
）
。
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倉
敷
児
童
相
談
所

平
成
2
8
年
７
月
2
9
日

有

津
山
児
童
相
談
所

平
成
2
8
年
８
月
１
日

有

県
立
成
徳
学
校

平
成
2
8
年
８
月
1
0
日

無

産
業
労
働
部

平
成
2
8
年
1
0
月
2
1
日

有

大
阪
事
務
所

平
成
2
8
年
７
月
2
7
日

無

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
８
月
2
3
日

無

南
部
高
等
技
術
専
門
校

平
成
2
8
年
７
月
2
9
日

無

北
部
高
等
技
術
専
門
校

平
成
2
8
年
７
月
2
7
日

無

北
部
高
等
技
術
専
門
校
美
作
校

平
成
2
8
年
８
月
１
日

無

農
林
水
産
部

平
成
2
8
年
1
0
月
2
8
日

無

農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
８
月
1
8
日

無

～
８
月
1
9
日

県
営
食
肉
地
方
卸
売
市
場

平
成
2
8
年
８
月
1
9
日

無

土
木
部

平
成
2
8
年
1
0
月
1
9
日

有

後
楽
園
事
務
所

平
成
2
8
年
８
月
1
9
日

無

出
納
局

平
成
2
8
年
1
0
月
2
5
日

無
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備
前
県
民
局

平
成
2
8
年
1
0
月
1
7
日

有

（
東
備
地
域
事
務
所
を
含
む
）

～
1
0
月
1
8
日

。

備
中
県
民
局

平
成
2
8
年
1
0
月
1
2
日

有

（
井
笠
，
高
梁
，
新
見
地
域
事
務
所
を
含

～
1
0
月
1
3
日

む
）
。

水
島
港
湾
事
務
所

有

美
作
県
民
局

平
成
2
8
年
1
0
月
５
日

有

（
真
庭
，
勝
英
地
域
事
務
所
を
含
む
）

～
1
0
月
６
日

。

諸
議
会
事
務
局

平
成
2
8
年
1
0
月
1
9
日

無

局等
企
業
局

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

有

教
教
育
庁

平
成
2
8
年
1
0
月
2
0
日

有

育
県
立
図
書
館

平
成
2
8
年
７
月
2
9
日

無

委
西
大
寺
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
4
日

無

員
瀬
戸
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
７
日

無

会
興
陽
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
2
8
日

無

瀬
戸
南
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
８
日

無

倉
敷
青
陵
高
等
学
校

平
成
2
8
年
８
月
2
6
日

無
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玉
島
高
等
学
校

平
成
2
8
年
８
月
８
日

無

倉
敷
商
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
2
8
日

無

玉
島
商
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
８
月
８
日

無

津
山
高
等
学
校
（
中
学
校
を
含
む
）

平
成
2
8
年
６
月
2
7
日

無
。

津
山
東
高
等
学
校

平
成
2
8
年
６
月
2
8
日

無

津
山
工
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
６
月
2
7
日

無

津
山
商
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
６
月
2
8
日

無

高
梁
城
南
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
2
日

無

和
気
閑
谷
高
等
学
校

平
成
2
8
年
８
月
2
9
日

無

勝
間
田
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
2
7
日

無

倉
敷
琴
浦
高
等
支
援
学
校

平
成
2
8
年
６
月
2
9
日

無

東
備
支
援
学
校

平
成
2
8
年
７
月
８
日

無

早
島
支
援
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
1
日

無

公
県
警
察
本
部

平
成
2
8
年
1
0
月
2
0
日

有

安
岡
山
東
警
察
署

平
成
2
8
年
７
月
1
4
日

無
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委
岡
山
西
警
察
署

平
成
2
8
年
７
月
1
2
日

無

員
赤
磐
警
察
署

平
成
2
8
年
７
月
７
日

無

会
児
島
警
察
署

平
成
2
8
年
６
月
2
9
日

無

水
島
警
察
署

平
成
2
8
年
７
月
1
1
日

無

イ
書
面
監
査

①
の
調
書
の
内
容
を
踏
ま
え
，
監
査
実
施
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
監
査
資
料
等
及
び
監
査

調
書
に
基
づ
い
て
，
監
査
委
員
が
監
査
を
行
っ
た
。

監
査
実
施
機
関

監
査
年
月
日

指
摘
事
項

知
保
健
福
祉
部

事部
健
康
の
森
学
園

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

局

人
事
委
員
会
事
務
局

平
成
2
8
年
1
0
月
2
8
日

無

諸

労
働
委
員
会
事
務
局

平
成
2
8
年
1
0
月
2
8
日

無

局

監
査
事
務
局

平
成
2
8
年
1
0
月
2
8
日

無

教
岡
山
教
育
事
務
所

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

育
津
山
教
育
事
務
所

平
成
2
8
年
６
月
2
0
日

無
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委
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

員
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

会
県
立
博
物
館

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

古
代
吉
備
文
化
財
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

岡
山
朝
日
高
等
学
校

平
成
2
8
年
８
月
３
日

無

岡
山
操
山
高
等
学
校
（
中
学
校
を
含
む
）

平
成
2
8
年
９
月
1
3
日

無
。

岡
山
大
安
寺
中
等
教
育
学
校

平
成
2
8
年
８
月
３
日

無

岡
山
芳
泉
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

岡
山
一
宮
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

岡
山
城
東
高
等
学
校

平
成
2
8
年
８
月
３
日

無

高
松
農
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

岡
山
工
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

東
岡
山
工
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

岡
山
東
商
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
2
8
日

無

岡
山
南
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
3
日

無
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岡
山
御
津
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

有

倉
敷
天
城
高
等
学
校
（
中
学
校
を
含
む
）

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無
。

倉
敷
南
高
等
学
校

平
成
2
8
年
８
月
３
日

無

倉
敷
古
城
池
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
3
日

無

倉
敷
中
央
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

倉
敷
鷲
羽
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

倉
敷
工
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
８
月
８
日

無

水
島
工
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
3
日

無

玉
野
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

玉
野
光
南
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

笠
岡
高
等
学
校

平
成
2
8
年
６
月
2
0
日

有

笠
岡
工
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
3
日

無

笠
岡
商
業
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

井
原
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

総
社
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無
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総
社
南
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
3
日

無

高
梁
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

新
見
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

備
前
緑
陽
高
等
学
校

平
成
2
8
年
８
月
３
日

無

邑
久
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
3
日

無

勝
山
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

真
庭
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

林
野
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

鴨
方
高
等
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

矢
掛
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

烏
城
高
等
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

岡
山
盲
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

岡
山
聾
学
校

平
成
2
8
年
６
月
2
0
日

無

岡
山
支
援
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

岡
山
西
支
援
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無
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岡
山
東
支
援
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
3
日

無

岡
山
南
支
援
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

岡
山
瀬
戸
高
等
支
援
学
校

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

倉
敷
ま
き
び
支
援
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

西
備
支
援
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

健
康
の
森
学
園
支
援
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

誕
生
寺
支
援
学
校

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

公
岡
山
中
央
警
察
署

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

安
岡
山
南
警
察
署

平
成
2
8
年
９
月
1
3
日

無

委
岡
山
北
警
察
署

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

員
備
前
警
察
署

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

会
瀬
戸
内
警
察
署

平
成
2
8
年
８
月
３
日

無

玉
野
警
察
署

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

倉
敷
警
察
署

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

玉
島
警
察
署

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無
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笠
岡
警
察
署

平
成
2
8
年
８
月
2
2
日

無

井
原
警
察
署

平
成
2
8
年
９
月
1
3
日

無

総
社
警
察
署

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

高
梁
警
察
署

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

新
見
警
察
署

平
成
2
8
年
８
月
３
日

無

真
庭
警
察
署

平
成
2
8
年
７
月
1
5
日

無

津
山
警
察
署

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

美
作
警
察
署

平
成
2
8
年
９
月
1
4
日

無

美
咲
警
察
署

平
成
2
8
年
８
月
3
0
日

無

２
監
査
結
果

(
1
)
総
括
的
事
項

①
監
査
を
実
施
し
た
1
3
6
機
関
の
う
ち
，
1
6
機
関
に
つ
い
て
延
べ
4
2
件
の
改
善
を
要
す
る
と
認

め
ら
れ
る
事
案
（
指
摘
事
項
）
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
，
前
年
度
の
2
0
機
関
・
4
7
件
に
比
べ
，
機

関
数
，
件
数
と
も
に
減
少
し
て
い
る
。

②
昨
年
度
の
指
摘
事
項
の
う
ち
収
入
未
済
額
に
関
し
て
は
，
ほ
と
ん
ど
の
項
目
に
つ
い
て
未
収

額
が
減
少
し
て
い
る
も
の
の
，
一
部
の
項
目
に
つ
い
て
は
未
収
額
が
増
加
し
た
も
の
も
あ
り
，

ま
た
，
未
収
額
が
減
少
し
た
項
目
に
つ
い
て
も
，
な
お
多
額
の
未
収
額
が
残
っ
て
い
る
。

③
上
記
②
を
除
く
指
摘
事
項
に
関
し
て
は
，
違
法
な
支
出
や
不
適
切
な
会
計
処
理
に
該
当
す
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
な
か
っ
た
が
，
岡
山
県
財
務
規
則
そ
の
他
の
財
務
・
会
計
に
関
す
る
諸

規
程
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
事
務
処
理
が
あ
っ
た
。

④
指
摘
事
項
に
至
ら
な
い
が
，
書
類
の
整
備
や
物
品
の
管
理
手
続
き
等
に
問
題
が
あ
り
，
是
正
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す
べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
事
案
（
注
意
・
指
導
事
項
）
は
，
7
8
機
関
・
4
0
6
件
で
あ
り
，
前

年
度
の
7
5
機
関
・
3
4
0
件
に
比
べ
，
機
関
数
，
件
数
と
も
に
増
加
し
て
い
る
。

(
2
)
個
別
的
事
項
（
指
摘
事
項
）

○
知
事
部
局

①
県
民
生
活
部

ア
本
庁

・
雑
入
（
生
業
・
修
学
資
金
償
還
金
等
）
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
総
額
は
減
少
し
て

い
る
も
の
の
，
な
お
多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

雑
入
（
生
業
・
修
学
資
金
償
還
金
等
）
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

7
9
,
3
7
9
,
9
7
7
円

平
成
2
7
年
度
末

6
4
,
2
9
7
,
6
3
9
円

比
較
増
減

△
1
5
,
0
8
2
,
3
3
8
円

・
前
年
度
の
注
意
・
指
導
事
項
の
う
ち
，
支
出
の
手
続
が
適
正
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
，

本
年
度
の
監
査
に
お
い
て
も
，
実
績
報
告
書
に
よ
り
委
託
料
の
額
を
確
定
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
委
託
契
約
（
概
算
契
約
）
に
つ
い
て
，
前
金
払
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
認
め

ら
れ
た
。

②
保
健
福
祉
部

ア
本
庁

・
雑
入
（
児
童
扶
養
手
当
返
納
金
等
）
及
び
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の
収
入
未

済
額
に
つ
い
て
，
総
額
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
，
な
お
多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，
さ

ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

雑
入
（
児
童
扶
養
手
当
返
納
金
等
）
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

1
4
,
1
7
7
,
1
7
0
円
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平
成
2
7
年
度
末

9
,
8
4
0
,
9
7
0
円

比
較
増
減

△
4
,
3
3
6
,
2
0
0
円

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

1
5
,
8
6
7
,
7
3
7
円

平
成
2
7
年
度
末

1
4
,
9
5
1
,
4
3
3
円

比
較
増
減

△
9
1
6
,
3
0
4
円

・
南
部
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
業
務
委
託
に
係
る
指
定
管
理
料
の
全
額
前
金
払

に
お
い
て
，
完
了
確
認
書
（
検
査
調
書
）
を
作
成
し
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。

イ
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー

・
児
童
保
護
弁
償
金
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
総
額
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
，
な
お

多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

児
童
保
護
弁
償
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

1
1
,
7
0
7
,
3
2
0
円

平
成
2
7
年
度
末

1
1
,
1
9
0
,
4
0
0
円

比
較
増
減

△
5
1
6
,
9
2
0
円

ウ
倉
敷
児
童
相
談
所

・
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
児
童
保
護
弁
償
金
に
つ
い
て
は
総
額
が
減
少
し
て
い
る
も
の

の
，
児
童
保
護
弁
償
金
に
係
る
延
滞
金
に
つ
い
て
は
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
，
総
額
が
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減
少
し
た
項
目
に
つ
い
て
も
，
な
お
多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，
併
せ
て
さ
ら
な
る
改
善

が
必
要
で
あ
る
。

児
童
保
護
弁
償
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

2
1
,
8
1
1
,
8
1
0
円

平
成
2
7
年
度
末

1
4
,
4
0
6
,
7
6
0
円

比
較
増
減

△
7
,
4
0
5
,
0
5
0
円

児
童
保
護
弁
償
金
に
係
る
延
滞
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

3
0
2
,
1
0
0
円

平
成
2
7
年
度
末

1
,
3
3
6
,
8
0
0
円

比
較
増
減

1
,
0
3
4
,
7
0
0
円

エ
津
山
児
童
相
談
所

・
児
童
保
護
弁
償
金
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
総
額
が
増
加
し
，
多
額
の
未
収
額
が
あ

り
，
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

児
童
保
護
弁
償
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

5
,
6
5
2
,
5
7
0
円

平
成
2
7
年
度
末

7
,
1
3
8
,
3
2
0
円

比
較
増
減

1
,
4
8
5
,
7
5
0
円
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③
産
業
労
働
部

ア
本
庁

・
中
小
企
業
支
援
資
金
貸
付
金
（
高
度
化
・
近
代
化
）
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
総
額

は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
，
な
お
多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
で

あ
る
。

中
小
企
業
支
援
資
金
貸
付
金
（
高
度
化
・
近
代
化
）
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

5
9
9
,
3
3
5
,
2
3
5
円

平
成
2
7
年
度
末

5
6
5
,
3
1
9
,
5
4
7
円

比
較
増
減

△
3
4
,
0
1
5
,
6
8
8
円

④
土
木
部

ア
本
庁

・
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
雑
入
（
工
事
現
場
発
生
事
故
損
害
賠
償
金
求
償
等
）
に
つ
い

て
は
総
額
が
減
少
し
て
い
る
も
の
の
，
土
木
使
用
料
（
住
宅
使
用
料
）
に
つ
い
て
は
増

加
し
て
い
る
。
ま
た
，
総
額
が
減
少
し
た
項
目
に
つ
い
て
も
，
な
お
多
額
の
未
収
額
が

あ
り
，
併
せ
て
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

土
木
使
用
料
（
住
宅
使
用
料
）
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

5
4
,
0
6
4
,
8
3
7
円

平
成
2
7
年
度
末

5
4
,
4
0
8
,
3
9
7
円

比
較
増
減

3
4
3
,
5
6
0
円
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雑
入
（
工
事
現
場
発
生
事
故
損
害
賠
償
金
求
償
等
）
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

9
,
9
0
5
,
8
2
6
円

平
成
2
7
年
度
末

9
,
8
9
3
,
8
2
6
円

比
較
増
減

△
1
2
,
0
0
0
円

・
道
路
交
通
情
報
収
集
提
供
業
務
に
係
る
委
託
契
約
に
お
い
て
，
委
託
業
務
完
了
確
認
書

が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。

⑤
備
前
県
民
局

ア
本
局

・
県
税
等
，
雑
入
（
生
活
保
護
費
返
還
金
，
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
,
農
業

）

改
良
資
金
貸
付
金
及
び
土
木
使
用
料
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
総
額
は
減
少
し
て
い

る
も
の
の
，
な
お
多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

県
税
等
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

2
,
7
9
6
,
0
1
3
,
5
9
1
円

平
成
2
7
年
度
末

2
,
5
4
5
,
8
3
5
,
6
2
4
円

比
較
増
減

△
2
5
0
,
1
7
7
,
9
6
7
円

雑
入
（
生
活
保
護
費
返
還
金
）
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

7
,
2
2
6
,
6
3
7
円

平
成
2
7
年
度
末

7
,
0
1
9
,
3
9
0
円
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比
較
増
減

△
2
0
7
,
2
4
7
円

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

1
0
,
0
4
4
,
1
6
9
円

平
成
2
7
年
度
末

9
,
7
2
8
,
1
2
0
円

比
較
増
減

△
3
1
6
,
0
4
9
円

農
業
改
良
資
金
貸
付
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

4
2
,
4
3
7
,
9
0
5
円

平
成
2
7
年
度
末

3
6
,
3
5
9
,
6
5
5
円

比
較
増
減

△
6
,
0
7
8
,
2
5
0
円

土
木
使
用
料
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

6
,
3
0
7
,
6
9
8
円

平
成
2
7
年
度
末

6
,
2
9
4
,
3
5
9
円

比
較
増
減

△
1
3
,
3
3
9
円

・
前
年
度
の
注
意
・
指
導
事
項
の
う
ち
，
補
助
金
等
交
付
事
務
が
適
正
で
な
い
も
の
に
つ

い
て
，
本
年
度
の
監
査
に
お
い
て
も
，
実
績
報
告
書
が
補
助
金
交
付
要
綱
に
定
め
ら
れ

て
い
る
期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。

⑥
備
中
県
民
局
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ア
本
局

・
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
県
税
等
，
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
及
び
農
業
改
良

資
金
貸
付
金
に
つ
い
て
は
総
額
が
減
少
し
て
い
る
も
の
の
，
雑
入
（
生
活
保
護
費
返
還

金
）
に
つ
い
て
は
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
，
総
額
が
減
少
し
た
項
目
に
つ
い
て
も
，
な

お
多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，
併
せ
て
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

県
税
等
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

1
,
7
9
2
,
8
3
4
,
7
0
1
円

平
成
2
7
年
度
末

1
,
5
2
3
,
1
5
7
,
1
8
1
円

比
較
増
減

△
2
6
9
,
6
7
7
,
5
2
0
円

雑
入
（
生
活
保
護
費
返
還
金
）
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

6
,
7
4
5
,
5
1
1
円

平
成
2
7
年
度
末

7
,
1
3
3
,
5
2
7
円

比
較
増
減

3
8
8
,
0
1
6
円

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

1
5
,
6
1
5
,
4
8
0
円

平
成
2
7
年
度
末

1
0
,
4
9
5
,
5
8
4
円

比
較
増
減

△
5
,
1
1
9
,
8
9
6
円
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農
業
改
良
資
金
貸
付
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

2
5
,
1
9
4
,
4
9
2
円

平
成
2
7
年
度
末

2
3
,
1
0
0
,
0
4
0
円

比
較
増
減

△
2
,
0
9
4
,
4
5
2
円

・
平
成
2
6
年
度
に
実
施
し
た
県
道
岡
山
倉
敷
線
に
お
け
る
修
繕
工
事
に
係
る
工
事
代
金
に

つ
い
て
，
二
重
払
に
伴
い
，
返
還
手
続
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。

イ
高
梁
地
域
事
務
所

・
不
用
品
売
払
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
お
い
て
，
同
一
業
者
か
ら
２
通
の
入
札
書
を
受

理
し
た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。

ウ
新
見
地
域
事
務
所

・
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
処
理
業
務
委
託
の
契
約
に
お
い
て
，
予
定
価
格
を
超
え
た
金
額

で
契
約
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。

エ
水
島
港
湾
事
務
所

・
土
木
使
用
料
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
総
額
が
増
加
し
，
多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，

さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

土
木
使
用
料
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

8
4
9
,
0
0
3
円

平
成
2
7
年
度
末

1
,
2
6
8
,
3
3
1
円

比
較
増
減

4
1
9
,
3
2
8
円

⑦
美
作
県
民
局

ア
本
局
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・
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
雑
入
（
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
撤
去
事
業
費
負
担
金
等
，
）

県
税
等
，
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
及
び
農
業
改
良
資
金
貸
付
金
に
つ
い
て
は

総
額
が
減
少
し
て
い
る
も
の
の
，
雑
入
（
生
活
保
護
費
返
還
金
）
に
つ
い
て
は
増
加
し

。
，

，
，

て
い
る
ま
た
総
額
が
減
少
し
た
項
目
に
つ
い
て
も
な
お
多
額
の
未
収
額
が
あ
り

併
せ
て
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

雑
入
（
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
撤
去
事
業
費
負
担
金
等
）
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

1
3
6
,
5
3
0
,
3
2
3
円

平
成
2
7
年
度
末

1
3
6
,
5
1
0
,
3
2
3
円

比
較
増
減

△
2
0
,
0
0
0
円

県
税
等
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

3
2
3
,
0
1
4
,
6
7
5
円

平
成
2
7
年
度
末

2
6
4
,
3
1
8
,
7
5
0
円

比
較
増
減

△
5
8
,
6
9
5
,
9
2
5
円

雑
入
（
生
活
保
護
費
返
還
金
）
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

3
,
4
1
8
,
9
7
8
円

平
成
2
7
年
度
末

3
,
4
4
9
,
6
9
4
円

比
較
増
減

3
0
,
7
1
6
円
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母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

8
,
2
2
4
,
4
0
3
円

平
成
2
7
年
度
末

6
,
2
4
4
,
1
8
7
円

比
較
増
減

△
1
,
9
8
0
,
2
1
6
円

農
業
改
良
資
金
貸
付
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

2
6
,
8
0
9
,
4
2
9
円

平
成
2
7
年
度
末

2
,
7
8
8
,
7
4
2
円

比
較
増
減

△
2
4
,
0
2
0
,
6
8
7
円

○
諸
局
等

①
企
業
局

・
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
給
水
承
認
取
消
負
担
金
に
つ
い
て
は
総
額
が
減
少
し
て
い
る
も

の
の
，
営
業
未
収
金
（
給
水
料
金
）
に
つ
い
て
は
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
，
給
水
承
認
取

消
負
担
金
に
つ
い
て
も
，
な
お
多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，
併
せ
て
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要

で
あ
る
。

営
業
未
収
金
（
給
水
料
金
）
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

2
2
,
0
0
4
,
7
4
6
円

平
成
2
7
年
度
末

4
3
,
6
8
9
,
4
4
6
円

比
較
増
減

2
1
,
6
8
4
,
7
0
0
円
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給
水
承
認
取
消
負
担
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

2
,
8
5
2
,
1
0
0
円

平
成
2
7
年
度
末

2
,
5
4
3
,
1
0
0
円

比
較
増
減

△
3
0
9
,
0
0
0
円

○
教
育
委
員
会

①
教
育
庁

・
高
等
学
校
貸
付
奨
学
金
，
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
金
及
び
大
学
奨
学
金
貸
付
金
の
収
入

未
済
額
に
つ
い
て
，
総
額
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
，
な
お
多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，
さ

ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

高
等
学
校
貸
付
奨
学
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

5
9
,
8
4
2
,
7
9
9
円

平
成
2
7
年
度
末

5
7
,
6
4
8
,
4
0
9
円

比
較
増
減

△
2
,
1
9
4
,
3
9
0
円

高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

4
7
1
,
0
3
7
,
2
2
6
円

平
成
2
7
年
度
末

3
8
8
,
5
5
3
,
2
2
4
円

比
較
増
減

△
8
2
,
4
8
4
,
0
0
2
円
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大
学
奨
学
金
貸
付
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

2
3
0
,
2
2
3
,
9
4
8
円

平
成
2
7
年
度
末

1
9
8
,
4
3
8
,
3
3
8
円

比
較
増
減

△
3
1
,
7
8
5
,
6
1
0
円

②
岡
山
御
津
高
等
学
校

・
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
務
委
託
の
契
約
に
お
い
て
，
予
定
価
格
を
超
え
た
金
額
で
契
約

し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。

③
笠
岡
高
等
学
校

・
バ
ス
の
借
り
上
げ
に
お
い
て
，
5
4
0
,
7
0
0
円
で
契
約
し
て
い
る
が
請
書
を
徴
し
て
い
な
い

も
の
が
認
め
ら
れ
た
。

○
公
安
委
員
会

①
県
警
察
本
部

・
放
置
違
反
金
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
，
総
額
が
増
加
し
，
多
額
の
未
収
額
が
あ
り
，
さ

ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

放
置
違
反
金
収
入
未
済
状
況

平
成
2
6
年
度
末

6
,
3
3
7
,
3
2
1
円

平
成
2
7
年
度
末

6
,
9
0
4
,
9
2
1
円

比
較
増
減

5
6
7
,
6
0
0
円

３
意
見

(
1
)
財
務
事
務
の
適
正
化
に
つ
い
て
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財
務
事
務
の
執
行
に
当
た
っ
て
，
依
然
と
し
て
一
部
に
事
務
処
理
の
誤
り
が
見
受
け
ら
れ
，
前

年
度
に
比
べ
て
，
指
摘
事
項
の
該
当
機
関
数
及
び
件
数
は
減
少
し
た
も
の
の
，
注
意
・
指
導
事
項

の
該
当
機
関
数
及
び
件
数
は
増
加
し
，
全
体
と
し
て
，
財
務
事
務
の
適
正
な
執
行
が
徹
底
さ
れ
て

い
な
い
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
た
。

改
善
が
見
ら
れ
た
機
関
が
あ
る
一
方
で
，
他
の
機
関
に
お
い
て
新
た
に
同
様
の
事
案
が
発
生
し

て
い
る
こ
と
，
前
年
度
に
注
意
・
指
導
事
項
に
よ
っ
て
改
善
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
件
数

，
，

の
増
加
し
た
機
関
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
や
同
じ
誤
り
を
繰
り
返
し
て
い
た
機
関
が
あ
っ
た
こ
と

公
用
車
に
よ
る
交
通
事
故
で
の
亡
失
損
傷
が
増
加
に
転
じ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
，
定
期
監
査
の
結

果
を
踏
ま
え
，
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に
お
け
る
改
善
に
向
け
て
の
取
組
が
職
員
に
十
分
に
浸
透
し
て

い
な
い
面
が
あ
る
と
と
も
に
，
全
庁
的
な
情
報
の
共
有
が
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
，
事
案
の
多
く
は
財
務
事
務
に
関
す
る
知
識
の
不
足
や
不
注
意
に
起
因
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
，
内
部
牽
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
，
監
査
結
果
の
趣
旨
を
全
庁
的
に
徹
底
す
る
と
と
も
に
，
内
部
チ
ェ
ッ
ク
機
能
強
化
や
実

効
性
の
あ
る
職
員
研
修
の
実
施
な
ど
の
取
組
を
一
層
充
実
さ
せ
，
適
正
か
つ
効
率
的
な
財
務
事
務

の
執
行
に
努
め
ら
れ
た
い
。

(
2
)
収
入
未
済
の
解
消
に
つ
い
て

税
及
び
税
外
収
入
に
係
る
収
入
未
済
の
解
消
に
つ
い
て
は
，
債
権
管
理
体
制
を
強
化
し
，
全
庁

を
挙
げ
て
債
権
回
収
に
取
り
組
ん
だ
結
果
，
多
く
の
部
署
で
成
果
を
上
げ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。

，
，

，
し
か
し
な
が
ら
な
お
多
額
の
未
収
額
が
あ
る
こ
と
か
ら
県
民
負
担
の
不
公
平
感
を
払
拭
し

適
正
に
財
源
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
，
個
々
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
措
置
を
適
切
に
講
じ

る
と
と
も
に
，
法
的
手
段
等
も
活
用
し
な
が
ら
，
徹
底
し
た
債
権
管
理
に
よ
る
収
入
未
済
の
早
期

解
消
に
努
め
ら
れ
た
い
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

岡
山
県
青
少
年
教
育
セ
ン
タ
ー
閑
谷
学
校
条
例
（
昭
和
四
十
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
六
号
）
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

備
前
市
閑
谷
七
八
四
番
地

特
別
史
跡
旧
閑
谷
学
校

二

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

備
前
市
閑
谷
七
八
四
番
地

公
益
財
団
法
人
特
別
史
跡
旧
閑
谷
学
校
顕
彰
保
存
会

理
事
長

森
崎
岩
之
助

三

指
定
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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